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総 務 常 任 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２３年 ８月１６日 

                           午前 ９時００分 開会 

                           午前１１時５５分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（７名） 

    委 員 長    出  田  裕  重 

    副 委 員 長    熊  田     司 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    柏  木     剛 

    委 員    川  上     命 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    議 長    阿  部  計  一 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 

    次 長    阿  閉  裕  美 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    市 長 公 室 長    中  田  眞 一 郎 

    総 務 部 長    渕  本  幸  男 

    財 務 部 長    土 井 本     環 

    会計管理者次長兼会計課長    馬  部  総 一 郎 
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    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総務部次長兼選挙管理委員会書記長    林     光  一 

    緑総合窓口センター所長    長  尾  重  信 

    西淡総合窓口センター所長    前  田  和  義 

    三原総合窓口センター所長    久  田  三 枝 子 

    南淡総合窓口センター所長    山  下  達  也 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    次長兼監査委員事務局長    高  見  雅  文 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    松  下  良  卓 

    総 務 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

    ケーブルネットワーク淡路所長    土  肥  一  二 

    財 務 部 財 政 課 長    神  代  充  広 

    財 務 部 管 財 課 長    堤     省  司 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 １．所管事務調査について････････････････････････････････････････････････････ ４ 

  （１） 市の総合的企画、調整について 

  （２） 行財政計画について 

  （３） 市有財産の維持管理と財源の確保について 

  （４） 消防・防災対策の推進について 

  （５） 情報化の推進について 

  （６） 離島振興対策について 

  （７） 国際交流及び友好市町の調査について 

  （８） 選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会に関すること 

 ２．その他･･････････････････････････････････････････････････････････････････５０ 

 

Ⅲ.会議録 
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総務常任委員会           平成２３年 ８月１６日（火） 

                   （開会 午前 ９時００分） 

                   （閉会 午前１１時５５分） 

 

○出田裕重委員長   おはようございます。 

  盆明け早々ということで、皆様方お疲れのところお集まりをいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

  また、議員並びに執行部の皆様方におかれましては、週末の市民まつりから昨日の若人

の広場の献花式ということで、日々御苦労さまでございます。 

  本日は、議会の運営上、一応９月の本会議で私のほうから委員会の審査報告をさせてい

ただくということで、閉会中の所管事務調査については、一応のめどをつけたいなという

ような意味合いでの本日の委員会でございます。また後ほど、委員の皆様方には説明も申

し上げますが、執行部の方々退席されたあとに、審査報告書のまとめに入りたいなと思っ

ておりますので、またその準備もよろしくお願いしたいと思います。 

  また、先月からだと思いますけども、非常に市内不審火が続いておりました。 近ちょ

っと聞かないですけども、我々と同じ世代の消防団もずっと夜警をされてるということで、

なかなか安心して眠れないなというような状況も続いておりますので、皆様方の引き続き

の御協力というか何というか、防災課の皆さん頑張られてると思いますが、何とか安心し

てゆっくりできるような夜を迎えていただきたいなと思っております。 

  私のほうからは以上でございます。本日も一日よろしくお願いいたします。 

  それでは、市長がおられますので、ごあいさつをいただきたいと思います。 

  市長。 

 

○市長（中田勝久）   皆さんおはようございます。 

  いつまでも非常に暑い日が続いております。体調管理に御苦労されてることと思います。

今も、委員長さんからお話がありましたとおり、きのうは戦没学徒の追悼式、献花式に御

出席賜りまして、誠にありがとうございます。はや終戦６６年ということで、もう国民の

中には、３分の２以上の人が戦争を知らないというような状況になってきております。い

つまでも忘れることなく、風化することなくという気持ちでいっぱいでございます。 

  ちょっと、２点ばかり御報告申し上げたいと思います。 

  もう既に皆さん方御案内のとおり、３月６日にオーストラリア、西オーストラリアのコ

アラいただきました。議長さんと一緒に、ちょうど３０周年の一つの式典がございまして、

西オーストラリア州もその３０周年ということで、コアラの寄贈を可能にできたというふ

うにも伺っておりましたので、返礼の意味で行ってまいりました。非常に、向こうのヤン

チャップ動物園なり、またそのヤンチャップ動物園を持っているワナール市、そしてまた
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後は西オーストラリア州のパース市での３０周年式典があったんですが、いずれも非常

に歓待、歓迎をしていただきました。特に、南あわじ市とのつながりを重きに思っていっ

ていただけるのか、その都度その都度南あわじ市の名前を出してくれまして、「よう来て

くれた」とか、また後々のいろいろな取り組みの問題とかで、首相のバネットさんですか、

この方も言っておりましたが、コアラの海外への搬出というのはこれは非常に難しいと。

そやから、ＯＫを私、井戸知事に言ったけど、どうしようかなというふうに思ったぐらい

やったということでございます。また後々の話も、議長さんも聞いてる面もあるんですが、

これはまだまだ外国との関係なので、今余り話としてはできませんが、後々のことを考え

れば、コアラがそういうことで、また順調にいただけるようなことも一つの伏線をしいて

おく必要があるのかなというふうに感じた次第でございます。 

  また１２日から、アメリカのセライナ市のほうから、学生の使節団が来ていただいてま

す。それぞれの御家庭でホームステイをお願いして、大変御苦労願ってるんですが、ちょ

っと残念なことにきのう１人、体に湿疹ができて、きょう帰られるということで少し心配

なんですが、あとの人は元気にそれぞれの南あわじ市の御家庭で、また市の職員も合わせ

て、いろいろなところで研修なり視察なり、交流を深めていただいております。今、どっ

ちもちょっと国際的な話になったんですが、今の時代そういう時代に入ってるんかなとい

うふうに改めて感じた次第でございます。 

  きょうは、総務常任委員会の先生方の所管事務調査ということで、御苦労さんでござい

ます。ちょうど、私このあと、オニオン道路の関係の総会が洲本市のほうでありますので

失礼いたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○出田裕重委員長   市長、御苦労さまでございます。 

  それでは、審査に入る前ですけども、田村市長公室課長からは欠席の報告をいただいて

おりますので、御報告いたします。 

  審査に入る前ですけども、先ほども申し上げましたが、一応９月の定例会初日で委員長

の審査報告をさせていただきます。その件については、また後ほどということで、きょう

は所管事務調査全般についてということで進めさせていただきますので、どなたでも所管

内事項について議題を挙げていただければ進めていきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  それでは、どうぞ。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ７月２９日に管内調査ということで、福良それから阿万の津波防災対

策の調査をいたしました。６月の議会の一般質問でも、災害時の弱者、いわゆる災害時要

援護者の支援の態勢ということで、取り組みの状況を伺ったわけですが、ほとんど市とし



－ 6 － 

ての実行はされてなかったというふうに理解をしとるわけですが、６月から２カ月ほどた

つわけですが、その後どのような改善が図られてるか、説明を求めたいと思います。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   災害時要援護者の関係なんですけれども、まず福良地区の自

主防災組織のほうへ防災学習ということで、５ブロック５日間研修会を地域の方々と、ま

た防災課も入っていろいろな学習をしました。その中で、やはり災害時要援護者の方々を、

どのようにして避難所へ避難をしていくかというのが大きな問題点というようには認識は

して、そういう意見も出ました。行政のほうとしましても、６月の議会からも御質問がい

ろいろとあったりして、段階的には福祉部局と進めていってるような状況なんですけども、

まだこれといった具体的にはなかなか進んでいってないというような、今現在ではそのよ

うな状況になっております。ただ、やはり災害時要援護者の方々の支援者が、どのように

して支援をしていくかというところが一番の問題というか、難しい部分であるというとこ

ろに大きな壁があるというようなところです。その部分を、福祉部局のほうと今後かなり

綿密な打ち合わせをしていく必要があるというふうには思っております。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   市のマニュアルに基づく、協議会の設置というようなことはされてま

すか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   今現在のところ、まだそこのほうまでは話が進んでいっては

おりません。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   一般質問の時も指摘しましたけど、まずそこが第一で、せっかくマニ

ュアルがあってもこれ何もやってないじゃないかということを指摘したわけですが、防災

課として、自主防災組織にいろいろ意見を聞く学習会をするといえば当然やらなければい

けないことだろうと思うんですけども、幹の部分は何もできてないということを指摘させ

ていただいたわけですね。何でできないんですか。総務部長、どうなんですか。 
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○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   この対策会議の関係なんですけど、そういう話もありました。

それで、事務レベルでは健康福祉部といろいろな話し合いをさせていただいてます。ただ、

終的には、先ほども課長が話しましたように、やっぱり 終的には地元でその要援護者

の支援をどのようにしていけるかというのがやっぱりネックになってきます。そういうこ

とで、福良のほうでも回らせていただいたときにも、その部分がいろいろ話題になりまし

た。それで、なかなか高齢化が進んどるというような中で、支援する人、そういう人もな

かなか十分には確保できないような状態というか、そういうようなところも認識しており

ます。そんなところで、なかなかこれについては大変な問題があります。 

  それで、先般からそのときもお話しさせていただいてますように、県の人と防災未来セ

ンターのそれぞれの研究員の先生方ともそんな話をさせていただく中で、今後市が進めよ

うとしている津波防災マニュアル、その中での避難マップ、そういった部分を整備をどの

ようにしていくかということも詰めております。そんなところから、その切り口に入って

いきたいなというように思っております。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   マニュアルやマップをつくる努力を何ぼしたってあかんのですよ。実

際にマニュアルがあっても、それをやってないんやから。やったマニュアルを、まず実践

するということが全然できてないというのは、その災害に対してのまず担当もそうですけ

ども、市長も高をくくってる。地震や津波や、そんなん来るわけがないというような、そ

んなことになってませんか、そしたら。マニュアルづくりなんかそれはいつだってできる

わけで、もう既にあるものを何で実践的に活用しようとしないんですか。それがわからな

い。何の危機感も持ってないとしか言いようがないと思うんですけど。あれだけ指摘もし、

当の健康福祉部長が「私がそんな責任者って全然知らなんだ」というような、そんな生ぬ

るいことで本当に災害に備えてると言えるんですか。ちょっと改善してもらわないと。は

っきりとしたことをやってもらわないといけませんよ。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   この問題は、蛭子委員の方からは公助の部分をどういうよう

にするかというようなことだと思うんですけど、やはり 終的には地元の方々、そういっ

た方々が要支援者をどういう形で支援できるか、それが一番の解決方法ですんで、それを
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十分に地元と話し合いをしていきたいと、そのように思ってます。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   公助に限ったマニュアルじゃないでしょ。そんなマニュアルだったで

すか、あれ。それぞれの立場をしっかり踏まえて、任務分担をしてやろうと、市の責任、

自主防災組織の役割、また実際の住民の役割、あるいは消防署であったり、民生委員であ

たり、あるいは医療機関、福祉関係であったり、それぞれの分野の責任というのを、ある

いは役割というものをやっていく、その流れというものを一つつくってあった、そのマニ

ュアルじゃないんですか。そのトップに、全体を取りまとめる人はいるわけですよ、これ

ね。そういう避難誘導であったり、災害対策にはだれかが責任者とならなあかん。 終的

には、南あわじ市の責任者は市長ですよね。その態勢の中で位置づけられているものであ

って、何も公助だけを言ってるわけじゃないです。大変な思い違いをしてますよ、部長。

だからそんな、何か公助のことだから、議員の言ってることは的外れであるからというよ

うな、そんなような立場でおるから何もできてないん違いますか。しっかりやってもらわ

ないといけないと思いますよ。やってほしい、やってください。どうですか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   それはしっかりやっていきたいと思ってます。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、いつ起こるかわからない話なんで、あすに備えはできない

かもわからないですけれども、少しでも早くやっていくということで。対策会議なり、責

任者を位置づけて、そういう役割を明確にして、その中で自主防災組織の役割も明確にし

て情報も共有すると。これをできるのが市しかないわけで、そこの怠りというのは、やは

り非常に危機感のない生ぬるい対応であるというふうに思うんです。 

  特に避難路についても、今後、やはり弱者といいますか、どなたも逃げられる体制づく

りということで、本当にあの避難路で大丈夫なのかどうかということも、それも点検もし

ていただきたいと思います。いつごろこれやっていく予定になりますか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   先ほどもお話しましたように、事務レベルではいろいろな話
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し合いをしているということを言いました。そのあと、それらの代表の方々の事務局的な

形の中で、一度一同に参加していただいて、それで話をまず進めていこうかということに

なると思います。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   もう２カ月もたってるんですから、いつやるかということをはっきり

言っていただけませんか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   まずそういう形で、事務レベルの関係機関、そういった形で

の部分をまず集まっていただいて、進めていきたいなということでございます。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いつごろをめどに。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   その部分につきましては、早急にやっていきたいなというふ

うに思ってます。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   早急にということですが、８月中というふうに理解していいですか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   そのつもりで話をしていきたいと思ってます。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。できれば防災関係で続けていただけると、審議もしやすい

なと思いますが。できれば。 

  谷口委員。 
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○谷口博文委員   私は、市当局としては、防災の取り組みはかなりやっていただいてお

るというような認識がありまして、それぞれ市民一人ひとりの危機管理意識的なものが地

域格差、温度差があるのではないかなと。自主防災に対して、さまざまな補助、メニュー

等々やっていただいとるようなわけなんやね。その辺をいかに、先ほど委員が言うとるよ

うに実践で動かすかということは、やはり市民それぞれ危機管理意識をもっと啓蒙という

か、しっかりと災害に対する備え、市民一人ひとりの防災教育というか、そういう意識を

しっかりとやっていただく方向で取り組んでいただきたいなというような思いがあります

んで。 

  それで、先般ちょっと私も福良地区の避難路について現地をこの目で見せていただいて、

あれはあくまでもその地域の方が、緊急避難的に高台への避難をするような、私は避難路

避難路ということで、もっと抜本的な、ふだんは生活道路であって、またいざ緊急時そう

いうような非常照明等々配備されたような状況でやられとんのと思うねんけど、あの辺の

自主防災での補助というのは、ああいうふうな夜間の照明とかいうやつは当然つくんやね。

５分の４というか、地元負担でよ。あの辺はどないなっとんので。避難路整備するのは、

自分の集落の、こないだ見たけもの道とは言わんねんけど、草刈ってあったあの手すりし

たところあるねえが。あそこを、あれは市があれけ、全部金出してやっとんのけ。それと

も、その地域が５分の４で、５分の１を地元、受益者負担でやって整備されたもんか。そ

れはどんなんで、ちょうどあの獣道でないけど、あの辺は全部市負担でやったんけ。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   この前の調査で現地を見ていただいた部分につきましては、

地元で奉仕でしていただいたりしとる分もあるかと思います。４カ所、福良でさせていた

だいてます。それで、それは用地が伴わなかったものというような形で、市からの補助金

であったり、原材料支給であったり、そういう形やったと思います。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それは、当然恒久的にあの辺の維持管理というか、清掃、草刈り作業

せんなんでしょ。そのあたりの維持管理費的なもんは、自主防災でハードメニュー的なも

んでは対応はできんのですか。使えんのけということ、要は。維持管理費に、草刈りで出

ると。そしたら１０万円いったと。そしたら８万円までは市でみてくれんのけという話な

んやけど。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 
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○総務部長（渕本幸男）   今現在は、それらで市から補助金を出させていただいて、整

備していただいたというところでございます。それで、部分的には恒久的な舗装というか、

コンクリート舗装とか、アスファルト舗装とか、そんなんができてない地の状態がありま

す。そういった部分については、できるだけ地元で定期的に管理をしていただきたいとい

うようなことで、自主的に今の段階では草刈りとかやっていただいとるというようなとこ

ろで、それに対しての支援というかについては、今のところは労力奉仕というような形で

していただいとるということでございます。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   当然、災害というか、市民一人ひとりの危機管理というのは、当然今

からもっともっと、やはり高台への避難するということを、市民一人ひとりが十分認識し

ていただくようなことはやられとると思うねんけど、より一層の努力をお願いしたいのと。 

  それともう１点、先般台風時。あの辺の時に、大型台風が来るというようなことで、か

なり警戒しとんねんけど、あの辺のときの市の態勢で、先般も各分庁舎にそういう水防資

器材をストックしとるというような話があってんけんど、協力団体というか、協定を結ん

で、例えば土木のその辺との協定結んでますわな。例えば、前田所長、西淡だったら、ど

ことの建設業者とそういうふうな土のうであったり、トンパックであったり持ってきてく

ださいというような協力態勢はできとると思うねんけど、その辺の連絡というのは、何か

の目安はあるのですか。例えば、県の水防指令１号が出た段階で、そういう業者のほうへ

連絡して、「一応準備しておいてくださいよ」と。それで市から要請があったら、瞬時に

態勢を整えて、そういうふうな水防活動に移れるような、協力要請する一つの目安的なも

んはあるんですか、ないんですか。 

 

○出田裕重委員長   西淡総合窓口センター所長。 

 

○西淡総合窓口センター所長（前田和義）   うちの庁舎には都市整備部がございまして、

どの庁舎でも現地対策本部はあるんですが、相当な被害が予想される場合には、連絡は入

れてるところがあります。土のうとかも用意していただくような要請もしとる、そのよう

な状況です。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私、心配しとんのは、そういう風水害というたら、西淡とか福良とい
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うか南淡とか、三原、緑は比較的風水害には強い地域やと思うねんけど、地域性当然ある

と思うんやね。そこで、先般かなりの大型台風が来るということで、我々市民もかなり心

配しとってんけど、その協力、例えば土木のほうへの連絡が、事前の準備の連絡がいって

ないというような認識を持っとるねんの。それで、ある程度目安というか、例えば県の水

防指令２号が出たような段階でやりよるもんか、その辺の目安はあるのですかということ

よ。 

 

○出田裕重委員長   西淡総合窓口センター所長。 

 

○西淡総合窓口センター所長（前田和義）   今の水防指令のことなんですが、その目安

は設けてないと思います。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほなだれが判断して、その業者へ連絡しよんのよ。その辺の業者が、

この間やったらかなり、私らもこれ大型台風やから、これは西淡地域かなり心配しとんの

よの。にもかかわらず、業者へも連絡いってないということは、何らかの基準を満たして

ないさかい、いってないんかなというような思いがあってんけど、それはだれが判断する

の、目安がなかったら、判断して業者へ今から水防活動の準備、要は従業員なりその辺も

業者ったって確保しとかんなんし、そういうふうな資器材であったり、重機であったりと

いうのも当然せんなんもんだ。その辺が、業者にも連絡いってなかったら、緊急に言うた

ところでそら来てくれへん。その辺の目安はあるんでしょと言いよるねん。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   今、安全協力会というか、そういうものが市の組織としては

今ございません。ただ、それぞれのところに、協力していただける土建業者の方々それぞ

れおります。それで、 終的にそういった準備する、あるいはどういった形のものを対応

していただくというようなその事前の部分については、災害対策本部でそれぞれ現地対策

本部と協議しながら指示を出すというような形になっております。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   安全協力の組織がないというのは、その組織がなくてええと思とんの

け。医療機関とは協定を結んどる、そういうような大型量販店とは協定を結んどる、いざ
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実践で活動する組織がないということで、その辺は容認というか、そういうふうな初動の

段階というか、あとで避難したところの飲料水とか食べ物は、そういう大型量販店と協定

を結んでますわな。そやのに、実際災害で一番初動の段階で、市民の命を守るそういう組

織がないというような話やけんど、その辺がそもそもじゃらけてへんけ。と私は思うねん。

その辺の組織を有効に活用してこそ、やはり南あわじ市内の業者にその辺の協力態勢を求

めておくような組織づくりをまずやって、それでやはりある程度目安がきた段階で大きな

台風が来よると。ほなそういう業者に対して、「こういうふうな大型台風の上陸の可能性

があるので、今から河川の決壊とか、土のうとか、その辺に備えて従業員の準備ぐらいし

とってくださいよ」という協力を要請して、それで市の消防団であったり、市の幹部職員

連中が災害対策本部で命令を下した段階で、やはりマンパワーというか、そういうふうな

専門的な能力のある方々が行っていただくことによって減災というのは図れるので、その

組織がないというのが私はおかしいし、組織に対してどういうふうな要請をかけるとるか

というのも、ちょっとまだもう一つ目に見えてないので。三原とかその辺は、河川の決壊

もなければ、山の崩落というか、先般でもそうでしょ、西淡なんかやったら津井やて言う

たら山の崩落でないけんど、たまたまあの県土まで来てないもんやから助かっとんけど、

それは災害というのは本当に。だから、その辺に備えての危機管理意識を持っていただき

たいなと思うんで、ないんだったらつくっていただく考えありませんか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   それぞれ土建業者さんの事情もあったりして、そういった組

織が以前からあった分が一応解散されたというようなことで、その当時もそれぞれの大手

の業者さんのほうへお願いに行ったりしております。ただ、なかなか難しい部分があって。

そしたら、協力できる業者、そういった部分をがっちりとそういった形で組織にはできな

くても、そういった業者が災害時が予測されるそういった部分で対応していただける、そ

ういった部分を当然確保しなければならないんで、そこら辺の協力はいただける部分を、

登録制がいいんか、一番いいのは組織がつくれれば一番いいんですけど、そういった形で

今話をさせていただいとるというような状況です。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   なけりゃないでそら結構なんよ。市の災害対策本部で職員がダンプに

乗って、どこで砂積んでいって、トンパックこしらえて、職員が行って決壊の危険性のあ

るところへぼんぼんほり込んでくれたらそれでええんよ。職員が災害対策本部設立してし

よる、ほなだれが動くんやというて職員が動いて、消防団、消防署と連携をとって、そう
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いうふうなダンプに乗って、砂運んでいったり、トンパック運んでいってくれたらそれは

それでええんやで。そやけど、職員ではとてもやないけど無理だろうと。そういうふうな

特殊なオペレーターというか、そういう重機とか使った上でのことをせなんだら、本当に

実際低地に住んどる者は、本当に河川の堤防の破堤というか、それで甚大な生命の危険が

及ぶんよの。そこらを十分考えてもうて、その辺やっぱり地域格差があると思うんで、や

はりその辺もしっかりと態勢として組織づくりをしていただいて、それでつくっただけで

なしし、動けるような連絡網というか、それと目安よの。それだけつくっといてください。

その辺だけちょっと要望しときますわ。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   ６月の定例会のときに、市長のほうに僕のほうからちょっと話を

させていただいたんですけども、防災課の人的な拡充、またはその組織の独立というたら

おかしいですけど、もう少し総務から離れて、単独で動けるような部単位ぐらいできない

かというような話をさせていただいて、市長も前向きに検討してもらえるような返事やっ

たと思うんですが、その後市としてはその話はどうなってるか、現状を教えていただけた

らと思うんですが。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   人的な部分については、十分とはいえないかもわかりません

が、７月に職員を１名増員しております。それで、組織のあり方、そういった部分につい

ては、今なお検討中というようなことでございます。 

 

○出田裕重委員長   熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   検討中というのは、部のほうへ挙げたりとか、そういう方向で検

討してるというふうにとらえてええんですか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   いろいろな考え方があるので、それぞれの組織のそれぞれの

役割、それぞれ部の中、課の中にもそれぞれ長がおります。そういった役割もありますん

で、そこら辺がどういった形がベストなんかというような部分もあるんで、市長の思い、
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そんなんもあります。それらをいろいろと検討させていただいて、まだそれはどういう方

向というのは決まってませんが、それらを今検討しているということでございます。 

 

○出田裕重委員長   ほかに、防災関係でありますか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる地震、津波の発生の危険率というのは、年々高まってるわけ

なんですけども、これにつられてというよりも、いわゆるこの南あわじ市の高齢化率、高

齢者世帯また一人暮らしという人も年々ふえていくわけなんですよね。そこで、先ほどか

ら話題になってる避難路、これは要介護者がふえるということにつながっていくと思うん

です。そこで、今の避難路で本当に地域の人の命を守れるのかどうかというのは、物すご

い疑問に思ってくるわけなんですけども、それについてはどのように考えておられますか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   高齢化率、今、南あわじ市で２７.７％の後半というような

ことで、８％までは来てませんがそういった状況です。それで、特に福良の場合ですと、

３５％のラインでございます。そんな中で、この間も調査をしていただいた避難路、そこ

ら辺がなかなか健常者の方であれば避難路を使って高台へ行けるという状態ですが、体の

不自由な方にとってはなかなか大変な登りもあったりします。そこら辺が一番ネックの部

分です。かといって、広い道路を海岸からうずしおラインに向けての道路の整備というよ

うなものも、以前から、旧町の時代からいろいろな発想もあったりする中で、現実に至っ

てないというようなところでございます。今は、とにかく幅が狭くても高台へ逃げれる、

そういった部分を少し用地を分けていただいたりする必要もあるかと思うんですけど、そ

れらの対応の中で、現実味のある整備をまずはやっていきたいというような考え方で今お

ります。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   健常者はそれでいいわけですよね。いわゆる要擁護者、いわゆる弱者

を救済するための避難路、また人材の確保というのが必要になってくると思うんですけど

も、これがやっぱり一番ネックになってると思うんです。そこに、やっぱり何らかの施策、

対策を立てないとどうしようもないわけですよね。これについてどない考えてるのかとい

うことなんです、今答えなかったんですよね。 
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○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   これも、その福良を回らせていただいたときも、そんな話が

結構出てきました。健常者の方であれば、そういった形で対応もできるが、やはりそうで

ない方については、何人かで支援をしながら高台へ逃げる、そういった部分も決めていか

ないかんなというようなことなんですけど、そもそも福良の場合でありますと、高齢化率

が高いというようなことで、支援する方が十分に確保できない状態かなというように思い

ます。そこら辺で、災害が起きたときに、何人が支援という形でしとっても、何人がそれ

に当たれるかという部分もあったりするかと思います。そこら辺がありますんで。ただ

終的には、やはり地域は地域でやっていかざるを得ない部分があるわけなんです。そこら

辺を十分に話し合いながら、その要援護者の方の状態も十分につかんでいく必要もあると。

こういった形であれば高台まで行けるというような、こういった器具があれば行けるとか、

いろいろな部分があるかと思いますんで、そこら辺を十分に、地元の人が一番よく知っと

んので、そこら辺の中で話し合いを進めていきたいなというように思ってます。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いっこも答えになってないよね。いわゆる地元、今、高齢化率が３

５％、これは年々上がっていくわけなんですよね。ということは、それにつられて恐らく

要介護者、そういう手助けのいる人の数もふえていく。そうなっていくと、地震、津波と

いうのはいつ起こるかわからん状況、一日のうちでもね。みんなまだ家にいてるときは、

そないして何らかの手当、手立てができるかもしれません。これが昼間やったら、若い人

が地元よりも他所へ出てる分が多い。となればなおさらなんですよね。そやけども、そう

いう状況の中で、地域の人たちは自分らで命を守るというのは当然やと思うんですけども、

これのいわゆる補完として、行政の中でそういう手当をやっぱり考えていく必要があるの

じゃないかなというふうに思うんですけども、いかがですか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   先ほどの蛭子委員さんのお話も、そこら辺が課題かなという

ように感じとるとこだと思います。それで、行政がそうしたら何ができるんかというのが、

なかなか災害時について、行政といいますと当然市役所、それと消防、広域消防、警察、

そしてそれぞれの公的な病院、そういったところが関係機関になってくるんかなというよ

うに思ったりします。ただ、そこら辺でのマンパワーというのが、行政でありますと当然

災害対策本部なり、それぞれの役割が決まっております。そこら辺が、要援護者の支援に
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当たれるのはちょっと不可能な部分がございます。それで、それぞれの機関で、そしたら

そこら辺の支援が可能なのかというのはなかなか難しいところがあります。これが現実や

と思います。その中で、そういった要援護者の方々をいかに避難できる態勢をとっていく

かというのは、どうしても地域の方々になってくるということになってくるかと思います。

それらの方々が支援できる態勢、そういった部分をいろいろな形で話し合いながら進めて

いかざるを得ない、こういった現状、そこら辺をお話しさせていただいて、まずは自分の

命を守るというのはまず一番です。その次に、自分の命あるいは自分のところの住まい、

あるいは当然家族の方々、そこら辺の安否が支障なければ、そういった支援をしていただ

くということ。それがどういった形で、現実に災害が起きたときに、支援できるかできな

いかというのはそれはわかりません。ただ、そういったことができる方については、そう

いった支援に回っていただくということしか、今のところ要援護者の支援というのは、そ

ういったところが基本になってくるということなんで、それをいろいろ話し合って理解を

していただいて、そのときには強制とかそんなんではなしに、地元は地元で守っていくと

いう部分をもっともっと啓蒙していきたいなというように考えてます。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   堂々めぐりになってしまうんですけども、自分の命は自分、家族は家

族、家族の命、そして地域、それはもう十分わかってるわけです。そこで、そんならどな

いするんやとなったら、地域の命は地域で守りましょうよということになったら、どうし

てもハード面になってしまうんですよね。そうでしょ。そやから、そのハードになる、い

わゆる車、何らかの重機がいける部分、そういう避難道路、もうちょっと幅の広いやつが

いるとなってくるんです。これは行政の仕事やろなというふうに思うんですよね。お金が

かかる、かからへん、そんな問題じゃないと思うんです。地域を守る、地域は地域で守る

んやけども、その補完してもらうのはやっぱりハードしかないんかなというふうに思うん

ですが、いかがですか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   そのとおりやと思います。できるだけ、そういった部分を整

備していくというのが重要かと思います。ただ、今できることからまず進めているという

状況です。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  川上委員。 
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○川上 命委員   今、各議員の遣り取りを聞いとったんですけど、ここにも載っとるよ

うにとにかく命が一番。５万人が皆救急隊員になろうとか、いろいろとマニュアルとかそ

んなことは基本的なことは大事ですけど、この間総務で福良の避難路をずっと案内してい

ただいたわけですが、非常にいろいろと話し手の中で、住民の危機感、近い将来とかもう

今でも来るであろう東南海・南海地震についても、もう一つ危機感というものは持っとら

んと思うねん、実際に。そういった中で、避難路をずっと見てみても、これ地震が一番怖

いわけやな、これやっぱり。昔から我々は、子供のときから地震・雷・火事・おやじとか

いろいろと言われた。地震、雷というたら、どこでいつどないなるかもわからん。そうい

ったときに、今の避難路はずっとがけ崩れもなしに、危険箇所もなし、家も崩れへんで指

定してますけど、これいざ大きな地震がいった場合には、やっぱり道路幅とかいろいろな

家が倒壊した場合通られへんわ。 

  それと、またがけ崩れとか、そういった危険箇所というものを、避難路の中で住民が十

分意識しとるんか。もしくは家が倒壊したら、これは道路幅から家の倒壊から、こちらへ

こけた場合は全然道路はふさがってる。そのときには、どういうふうな対処したらええの

か。やっぱり、それは実践と訓練と違ってくるわけやなこれ、実際。そやさかい、この自

主防災組織がそれぞれの避難路のところに責任者がおった中で、常に危険箇所をチェック

しながら、もしくはここががけ崩れ、また家が。それは、どういうふうな道路で逃げるか

と。そういったことを本当に、マニュアルとかそんなことも大事ですけど、実践をされて

いるのか。私は、この間福良地域を見させていただいて、確かに福良は避難路は、ずっと

上へ行く道はかなりあるんですけど、非常に道幅が狭いということで、一番の何はもう車

も通られへんとか、人間も通られへんとか、弱者が避難もできへんというような、それが

一番私は痛切に感じたわけで、そういった防災課の何が、この福良なら福良、阿万なら阿

万、そういった住民と実践的な、こんなときにはどうなるんだというようなことを、もっ

と私は常に訓練をする必要があるんじゃないかと。何かなし、自分の命は自分で守る、こ

れはもう鉄則や、これは。 

  その次に、やっぱりお互いにこの５万人の救急隊員になるということで、お互いに助け

合うと、弱者を救済すると、それはもう次であって。どうですか、私はそういったことは

実際危険箇所とかそんなことチェックされてますか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   この間の総務委員会の管内調査の部分につきましては、各自

治会の役員さん、また自主防災の役員さんの方々は、十分そのコースを何回も回られてお

りますし、危険箇所もわかっておると思っております。 
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  それと、毎年一回の防災訓練についても、地域の方々が地域の高台へ逃げていく訓練は、

やっていただいておるものと思っております。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   それはもう十分できておればいいんですけど、そういったことがちょ

っと心配をされたので、今、質問させていただいたわけですが、やっぱり実践、消防でも

ポンプ操法の中で、いざ実践になったらそうはいかない場合もあるし、いろいろ条件とか

地理的なこともあるし。そういったことで、十分地元が、住民が自分自身の中に、さあ有

事の際はというときには体で覚えておくということが一番大事だと思います。そういった

ことでちょっと心配したので。確かに、福良という地形的なものは、本当にいざ災害のと

きには複雑なことで、道路幅が狭いということで、交通が全部遮断するような恐れがある

と思う。安全なところはないと思うんで、一つその点、十分実践的な一つ。急に鳴門海峡

をふたしてしまうとか、そんなことはでけへんのやから、やっぱり災害は絶対起きた場合

には津波等来るということは確実ですから、そういった面を十分一つ。マニュアルとかそ

ういったきれいごともええですけど、実践的なことを踏まえて、住民に十分意識改革、意

識高揚というものを図ってもらいたいと思うわけです。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   地域ごとに、例えば先ほどの、災害弱者といわれてる方の人数という

のはつかめてるんですかね。それは数字としてつかめてますか。どうですか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   旧町ごと、また自治会ごとで登録をしていただいておる方々

の人数は、福祉部局のほうから情報提供をいただいております。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   登録できている人と、本来登録できてないけれども、対象となってい

る人というのとは違うと思うんですが、それはどのようにつかんでおられますか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 
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○防災課長（松下良卓）   時点は少し古いんですけども、３月３１日現在で、要援護者

で支援をしていただきたいという登録の人数が、市内全体で２,５７７名の方がいらっし

ゃいます。そういう障害者の方々とか、介護の方々の人数は、５,２０３人というふうに

情報をいただいております。５,２０３人です。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この数字はどんどん動いていく数字だと思うんですけれども、５,２

０３名のうち約半数の方は登録できているという理解をしていいんですか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   はい、そのように理解しています。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この登録している方でも、先ほど三原、緑ということで、特に緊急な

意識の地域差のあるところでは弱い。しかし、津波あるいは土砂災害やあるいは洪水や、

こういった災害が頻繁に起こる、あるいはその可能性の高いような地域であれば、やはり

そういう率が高いというふうに思うんですけども、そういった地域差というのはあるんで

しょうか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   地域差はあろうかと思いますけれども、情報を提供してもい

いという方の気持ちもございますので、若干旧緑の地区でも高いというようなところもあ

るみたいです。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   総務で管外調査をやったときにも、そのあたりが非常にネックという

ことで、本人の問題というふうにも言えるわけですけれども、ただ実際に自分が訓練やっ

てみるとか、実際に当事者になってみないとわからない部分もいろいろあったり、あるい
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は家族との関係とかでなかなかそこまでお願いをできないというのか、したくないという

のか、何か遠慮というのか、そういう部分もあって登録してないというようなこともある

かに聞きますけれども、やはり必要な啓蒙、啓発も含めて、よく対応していただくという

ようなことも今後は、先ほど申し上げました、要援護者の対策協議会の中でもよくテーマ

に取り組んでいただくということで、議論の場に出していただくということ。それから、

自主防災組織の中に、状況なりの情報共有ができるような仕組みづくりというのか、こう

いうことも必要ではないのかなと思うんですけれども。この２,５７７名というのは、結

結局情報を共有してもよいというようなことで了解をもらっている方という理解をしてい

いんでしょうか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   情報を提供してもいいという方々の、同意を得た方の人数で

す。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、そういう情報提供に、ちょっとちゅうちょしているという

理由で登録できてないという方もいるということだろうと思いますので、そのあたりは今

後の大きな課題かと思いますので、引き続き努力をお願いしたいと思います。 

 

○出田裕重委員長   審査の途中ですが、休憩します。 

  再開は１０時５分といたします。 

 

（休憩 午前 ９時５０分） 

 

（再開 午前１０時０５分） 

 

○出田裕重委員長   それでは再開いたします。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   防災について、もう１点だけちょっとお話したいんやけど、過去の大

規模災害時の教訓を踏まえたら、公助というのは、行政行政と言うたって、あんなもん阪

神淡路、３.１１いうたら公助の限界があんのよの。それで、阪神淡路以降どないなって

きたかというたら、やはり自主防災組織の立ち上げの充実であったりとか、消防団員の増
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員であったり、やはり地域のことは地域の人が守るんだというような意識、それに尽きる

わけよ。行政は、もうそれかって要援護者一人ひとりを、行政の役場の職員が担いで逃げ

やと言うたところで限界があるわけなんよ。阪神淡路、３.１１見たってわかるでしょ。

それで、行政はできることは何かっていうたら、正しい情報を収集して、南海地震に対す

る正しい情報。一部の学者の、中央防災会議に出とるような先生が、きょうあすにも来る

ようなことを言う学者もおれば、２０メートルやという、とてつもない数字出しよる学者

もおんねん。かというて、一方、やはりそれだけの被害が起こらんと、今からまだ３０年

以降のことやという学者もおるわけや。その辺の正しい情報を収集して、やはり市民に対

してそういう情報を伝達してあげる、正確なやで。そして、市民一人ひとりが来る南海地

震に備えて、それぞれ自助の共助の段階の必要性というやつを訴えられとるわけですわ。

だから、そこら行政が何ができるか、行政に何もかも求めたって無理というのは、過去の

大規模災害で十分わかり切ったことよ。そやからといって、行政はやはり市民の命を守る

というのは 優先の課題なんで、やはりそういう情報伝達なり、自主防災の組織をもっと

しっかりと充実強化、消防団員等々のしっかりとした装備であったり、その辺をやってあ

げてほしいなという思いがあるねんけど、その自主防災が機能してないということが先ほ

どから委員が も懸念しとることであって、自主防災があって、やはり自分たちの地域の

中で要援護者、だれが一人住まいで、だれが逃げられんかということは地域の方々が協力

して、そやから日ごろのつき合いが大切なんや。その自主防災に対する補助、そういう組

織の訓練したときの補助金をもっと充当するとか、そうすることによって、自主防災の地

域の防災訓練の、本当に実戦の訓練できるような組織づくりをしてほしいと思うねんけど、

その辺いかがですか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   そのとおりでして、行き着くところは自主防災組織の活動に

あるというように思ってます。それで、今までも地元の話をいろいろ聞きますと、先ほど

谷口議員がおっしゃったような、行政をあてにしても、災害が起きたときには、当然そう

いった支援ができないというのを結構わかっていただいております。ただ、わかっていた

だいとるんですけど、そしたら自主防災組織はどういった形で、今後ずっと継続しながら

活動を進めていくというそこら辺の部分で、いろいろと話があるところで、その充実をも

っと図っていかないかんというような当然わかっとる部分でございます。いろいろな機会

をとらえて、市内全域の自主防災組織、特には、今、津波の関係が出ておりますが、そこ

がやっぱり中心になってくるんですけど。とは言っても、いろいろな風水害もいろいろあ

ります。そんなことで、いろいろな形の中で意見交換というか、いろいろなお話を聞ける

場、そんな部分に十分にそれらの組織の方々が参加していただいてというような取り組み
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を進めていけたらなというように思ってます。 

  それと合わせて、それぞれ津波が予想される地域には、それぞれ市のほうからも入って

いく中でいろいろな話をさせていただいて、自主防災組織の充実に向けた取り組みを是非

していただくように、それぞれ話をしていきたいなというように思ってます。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   過去の南海地震を見たら、やはり和歌山県、徳島県、高知県。やっぱ

り福良福良と言われとうけど、私らやっぱり阿万が一番厳しい状況にあるかなと。自主防

災の補助率というか、その辺は現在自主防災組織に対する、訓練に対する補助金とか、資

器材の購入に対する補助というのは今現在幾らでした。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   まず自主防災の補助金につきましては、そこの自治会の世帯

数によって補助金額が違っております。 初の３年間で整備を図る事業ということで、３

年間で資器材の購入をしていただいたりする事業。それが終わりますと、今度５年間で防

災訓練を行った費用とか、防災学習を行った費用とか、地域でも防災マップをつくる費用

とかいうような費用に対しての補助も出しておりますけども、それもすべて世帯数によっ

て金額が違っております。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、今からずっと継続していく自主防災の防災訓練をやっ

て、５年間しかそういうような補助金は出ないということなんですか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   今のところでは、 初３年で整備、あと残り５年で活性化と

いう形で訓練を行っていただいたり、学習していただいたりとする事業で、トータル８年

間の事業で補助は切れるという形になってます。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   ほな、これ今で何年目なんですか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   各自主防災組織が結成する時期がほとんどばらばらでござい

ますので、自主防災組織によって、 終のトータル８年間の終了する時期が違ってきます。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先ほどからも言うとるように、公助には限界があんねやと。それはも

う何もかも行政、役場とか警察とか消防に言うたところでそれはもう限界があって、大規

模災害には対応できらんというのは、過去の災害から十分学んどるわけやね。それで、や

はり自主防災であったりとか、やはり地域の命は地域で守るんやというような組織づくり

を南あわじ市も大々的に取り組んでいただいとんねんね。その辺の事業メニューがね、私

は若干炊き出し訓練とか、避難訓練したって当然いりますわな人寄せて。受益者というか、

我々の命を守るんやから、それは金持ってこい持ってこいばっかり言うんではないねんけ

ど、その辺しっかりとした防災士の育成であったりとか指導員よの。それで、やはり市の

防災担当が年に、地域格差というかやはり津波被害予想をされる、風水害の災害が予想さ

れとるエリアに対しては、専門的な市の防災課にも立派な防災の職員いてますわ。あの

方々が、やはり現地へ出向いていって、積極的に自主防災組織の訓練に関与していって、

なおかつ地元ができうる限りは地元の地区の負担なしにやっていただいて、先ほど言うた

正しい情報を市民に伝えてあげて、いざという災害に備えていただくと。 

  その中で、このごろ近年個人情報やいうて難しいこと言うて、プライバシーや何やてそ

んなことばっかし言うて、情報提供を拒むような市民もいてますわ。「私のことはほっと

いてくれ」いうような市民もいてます。かというて、やはり日ごろからのつながりという

か、そういう訓練を通じて、市民のきずなというやつを高めていくようなことに、私は行

政として積極的に取り組んでいくべきであって、何もかも役場とか消防とか警察に助けて

くれやというのも限界があるという、私はそういう思いがあるので、自主防災の本当に訓

練を今からもっともっと充実していく方向で、松下防災課長どうですか、やっていただい

とると思うねんけど、より一層の御努力、地域格差、福良であったり阿万であったり灘・

沼島、西淡のほうの阿那賀であったり丸山であったり松帆であったり湊であったり、やは

りこういう災害が予想される危険地域というたらその地域の方々にあれなんやけど、やは

り災害に弱い地域に対して、積極的に日ごろから防災訓練するような指導を、松下課長ど

うですか、やっていただいておりますか。 

 



－ 25 － 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   各自主防災組織の中で、研修会をするから防災課の職員を派

遣してくれというような自主防災会の組織もございます。そういう自主防災の組織につい

ては、防災課のほうで当然参加させていただいております。今、谷口委員申されましたよ

うに、地域的に災害に弱い地域について、今後はまた自主防災の組織の方々とも話しもし

ていきながら、研修会を重ねていきたいというふうには思ってます。 

  それと、兵庫防災リーダーという県主催の講習会が、今まで三木市の防災拠点で開催し

ておったのが、ことしは洲本市の文化体育館のほうで開催をしております。南あわじ市か

ら１２名の方が参加をされております。 終１２月末まで講習は続くんですけども、そし

たら今度はその方々が、地域の防災についての相談役であったり、リーダーになっていた

だいてというようなことも、防災課としては、地域に入ってその方々がまた活躍していた

だきたいなというふうには期待をしております。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は、自主防災組織に対して公な補助が出とんでしょ。私、条例でも

縛っても構わんと思うねんけど、やはり年に１回２回は必ず訓練せえというような、ある

程度強制力を持ったようなことで、市民に対して自主防災訓練実施するような方法でやっ

ていってもええんじゃないかなというような思いがあんの。でないと、やはり先ほど川上

委員が言うとったように、市民一人ひとり危機管理意識が余り持たれてないんじゃないか

なということは、やはりそういうふうな防災に対する認識というか、その辺が若干まだま

だ十分でないんじゃないかなと。ということは、そういう危機管理意識を持っていただく

ためには、やはり専門的な知識のある方が、積極的に訓練の実施にあたって現地へ出向い

ていって、市民一人ひとりに危機管理意識を深めてもらうことが、南あわじ市にとったら

非常に安全な町になるのでないかなと思うんで、その辺を積極的に取り組むべきであって、

なかなか大変やと思うねんけど、その辺だけちょっとお願いしときますわ。 

 

○出田裕重委員長   議長。 

 

○阿部計一議長   阿万小学校と、阿万の保育所の避難場所についてお尋ねします。今、

どちらが避難所になっとんですか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 
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○防災課長（松下良卓）   阿万小学校の体育館が、市の指定している避難所というふう

になってます。 

 

○出田裕重委員長   議長。 

 

○阿部計一議長   何か、育苗センターというようなことをお聞きしたけども、育苗セン

ターに小学校は避難すると。それで、保育所もそっちの方へ行くということを聞いてるん

で、そうじゃないんですか。小学校で、あそこが８メートルですか、ぐらいしかないんよ

な、あの辺。小学校が避難所になっとんですか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   今、市の指定避難所は、阿万でしたら阿万小学校体育館にな

っております。阿万小学校の海抜は、約１０メートルから１１メートルあろうかと思うん

ですけども、今申されました、阿万小学校があわじ島農協の育苗センターのほうに避難訓

練をしたというようなことで、それは阿万小学校独自の判断で、児童を育苗センターまで

避難するのにどれぐらいの時間がかかるだろうかというようなことを体験をされたという

ふうには、私のほうではそういうふうに理解をしておるんです。ただ、阿万小学校が育苗

センターを避難所と、それは指定はしてないと思います。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   議長。 

 

○阿部計一議長   私は市の方針をお聞きしとんのよ。そんなふうにお聞きしとったんで

すよ。保育所も育苗センターやということを、阿万の市民はそういうふうに言ってますよ。

市のほうからそういうふうに指定してるんじゃないんですか。もう一回お聞きしますけど。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   市のほうでは、そういうふうに指定はしておりません。あく

までも阿万小学校体育館としております。 

 

○出田裕重委員長   議長。 
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○阿部計一議長   ということは、保育所の場合はどうなるわけですか。保育所。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   保育所は、市の指定避難所にはなっとりませんので、あくま

で小学校の体育館が市の指定避難所です。 

 

○出田裕重委員長   議長。 

 

○阿部計一議長   小学校の体育館なんかの、津波の避難所ですよ。そんなん避難所にな

りますか、小学校の体育館で。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   今現在のハザードマップの関係での数値では、阿万小学校は

浸水の想定区域には入っておりません。そういうことで、まだその指定の避難所を変えた

りとかはしておりませんので、阿万小学校は市の指定の避難所です。 

 

○出田裕重委員長   議長。 

 

○阿部計一議長   東北の大震災でも、指定された避難所へ行って、幼い８０人からの子

供たちが亡くなったと。そして、その近くの山へ逃げた住民の方が助かってるというよう

なことがあったわけですよね。それで、阿万の場合は、小学校は確か８メートルやと私は

思うんですけどね。１１メートルもないと思いますよ。それで、私は育苗センターやとい

うことをお聞きしとったから。特に保育所なんか、私もあそこちょっと実践したんやけど

も、２歳児とか抱えた中で、それはとてもそんな育苗センターやというとこ行けるはずが

ないというような認識をしとったんですけど、あの近くには旧保育所のまえかつという、

あの橋を渡った上に高台がありますし、お大師山という山もありますし。ただ、橋がかか

っている、地震が来たら津波が来るねんから、橋が崩壊するという可能性もあるけども、

２つとも崩壊するやいうことはないと思うし、地震がしてから３５分か４０分ぐらい余裕

があるから、あそこであれば十分に避難場所として適当かなと思ったりするんですけども。

そういう検討はしていただいたことはありますか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 
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○防災課長（松下良卓）   今のところ、まだそこまでの検討はしておりません。県のほ

うで、この９月下旬か１０月ぐらいになるかとは思うんですけども、県独自の判断で津波

の高さの想定を発表するというふうに聞いております。それによって、今、一番難しい問

題なんですけども、市が定めておる小学校の避難所が浸水するというようなことになった

ときに、市の指定の避難所を実際どのようにしていくかというのが一番の問題であります。

その中で、考え方が二通りあるんですけども、阿万小学校のような鉄筋コンクリートで、

１階部分は浸かっても、２階３階は大丈夫やというようなことで、市の指定避難所を変え

ずに阿万小学校にしていくという考え方と、もう１つは、指定避難所を変えて、地域の高

台のほうを市の指定する避難所にするかという二通りの考え方があろうかと思うんですけ

ども、今どちらにしていくかというのは今のところまだ未定なんですけども、私の個人的

なと言ったらちょっとおかしいんですけども、考え方としましては、やはり阿万小学校の

体育館とか、校舎の２階３階部分を活用できたら一番いいんかなというようには思ってま

す。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   議長。 

 

○阿部計一議長   小学校で大丈夫やと言われるんならば、３階があるし屋上もあります

わね。であれば、別に平地の体育館に保育所が行かんでも、保育所ももう生徒数が少なく

なって、小学校はがらあきの教室ばっかりあるんねんから、それは保育所も小学校へ避難

したら真ん前ですやん。それは、そういうふうにした方が、一番効率がええんと違います

か。私言いよったんは、育苗センターということはね、もうそういうことが何か、阿万の

住民の人はもう育苗センターへ逃げるんやということを言ってますよ。あそこが保育所も

小学校の避難場所やと。そんなナンセンスなことないなと、特に保育所の子供がそんなと

こまで２歳児を先生も連れて行けてへんし、それは無理があるなということを聞いとった

んで。課長がそんなふうに認識してるんであれば、それはもう小学校へ両方とも避難さす

ようにしていただいたら、決めていただいたら結構ですけども。そういうことで、かなり

阿万のほうでは、住民の方が育苗センターが逃げ場所やという認識があるんで、その辺徹

底したことを案内してほしいなと思います。 

  終わります。 

 

○出田裕重委員長   ほかにございますか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと話題を変えたいんですが、住宅用火災警報器のことなんです
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けども、４月からは所得制限を解除して、高齢者全体的に設置ができるということでいい

んですけれども、２月号の広報、３月号の広報、４月号の広報といろいろ見てみると、そ

れぞれこの住宅用火災警報器の助成制度というか、これについて少し広報での書き方が違

うんですね。これは御存じですか。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   蛭子委員さんからお聞きしておりまして、承知しております。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２月号であれば、これは６５歳以上の高齢者世帯と、それから身体障

害者の世帯については、負担額がない場合、若干ある場合というようなことで、助成があ

るということが書かれてるわけですが、３月号のほうには早くつけないとだめですよと、

助成制度のあるなしについては全然書かれてないと。ちょうど３月といいますと、東北の

地震があったということもあって、災害に対する思いというのは非常に強い危機意識を持

つ中で、これを見て慌ててつけたと。２月号を見ずに、３月号だけ見てつけたという方が

あって、これでいくと助成はまず申請をしてくださいとなってるんですね。ですから、申

請をしないでつけた場合助成がもらえないと。その身体障害者、当然持ってる該当の方な

んですけども、申請しなかったので助成をもらえなかったと。これも、早く対応すればま

だよかったんですけれども、つい 近のことで、もう全然これは制度に合わないという話

になったんですが、やはりこの広報の出し方にもちょっと問題があったかに思うんですけ

ど、その点いかがですか。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   広報の記事につきましては、各担当課から毎月記事の原稿を

いただいております。それで、広報の担当の者がそれを編集して、その月のものを発行す

るわけでございますけれども、まずこの住宅用火災警報器の担当部署が長寿福祉課、それ

から福祉課に渡っております。 

  それから、おっしゃっておりました警報器の取りつけにつきましては、淡路広域消防事

務組合から掲載の依頼が来ておりました。本来であれば、委員さんのおっしゃるように、

ここら辺広報の担当者が記事の内容をまとめて、わかりやすく編集すべきだった部分もあ

るというふうには反省しております。おっしゃったように、３月号だけ見た方につきまし

ては、この助成がない、あるいは終わったというふうに勘違いされたということもあった
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のではないかというふうに考えております。 

  今後につきましては、担当課のほうと十分協議しまして、この掲載依頼をしてきている

記事の内容をもう少し吟味をいたしまして、よりわかりやすい形で広報させていただきた

いと思っております。 

  以上でございます。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今後は反省をしてということで、それはそれでいいんですけれども、

せっかく受けられる制度を受けられないということの、何か救済的なことというのはでき

ないのかなということをちょっと思うわけなんですけども。４月号の広報によりますと、

まだもう一つ懇ろに、対象になる方には資料を郵送するというところまでされてるんです

ね。ところが、２月号３月号ではそうはなってないと。４月には予算も通って、所得制限

というのをなくしたということもあって、非常に力を入れるということでやっていただい

たわけですが、この差というのはちょっと大きいように思うんですけども。その点何らか

の救済的なことできないんでしょうか。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   このことにつきましては、一度担当課のほうとお話をさせて

いただきたいと思います。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   できるだけ、そういう情報というのがよくつかめる方と、高齢者であ

ったり、障害者であったりなかなかつかめない場合とありますので、できるだけ配慮いた

だければなというふうに思います。お願いいたします。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  ちょっと僕いいですか、ちょっとしゃべりたくなってきたので。 

 

○熊田 司副委員長   出田委員長。 

 

○出田裕重委員長   きのうかおとといのニュースで、財務部長にお伺いしたいんですけ

ども、合併特例債の５年延長、被災地はもう決まってるみたいですけども、全国的に合併
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特例債を延期するというようなニュースがあったんですけども、あってますか、まず。 

 

○熊田 司副委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   新聞記事で流れたかどうかは存じておりませんけども、私の

ほうで把握してるのは、総務大臣が会見の中で少し触れたというふうに認識をしておりま

す。これは、法律の改正が当然いりますので、秋の臨時国会に提案をしていきたいという

ふうなことを言っておられたようでございます。 

 

○熊田 司副委員長   出田委員長。 

 

○出田裕重委員長   僕の、今のこの立場で言うことではないと思うんですけど、いろい

ろと避難道路、お金の問題じゃないという意見も出ました。３月１１日から、これだけ総

務委員会でいろいろやってきてるわけですけども、世論というのはこんなところで調査も

できませんが、やっぱり今は防災についてかなり集中投資をしてもいい時期なんじゃない

かなというような思いはありますし、委員の皆さん一緒やと思うんですよね。防災課１人

ふやしたというような意見も出てますが、国もそういう動きをしようとしてる中で、僕個

人的には別に市単で、市単というか市の単独の起債でやってもいいんじゃないかなという

ぐらいの時期じゃないかなと思ってるんですけども、その辺についてはどないですか。防

災関係に対してね。 

 

○熊田 司副委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   必要な整備であれば、それはどんどんこちらのほうは財源を

確保しながらやっていきたいと、そういう気持ちでおります。 

 

○熊田 司副委員長   出田委員長。 

 

○出田裕重委員長   先ほどの総務大臣の発言とかというのは、あとからいろいろ国の政

策は出てくると思いますんで、もう今の段階で市として、こういうのをこういう時期にや

るんやというような目標を持って是非やっていただきたいと思いますし、財政の工面はあ

とからでいいですというような意見はおかしいですけども、そういう国の流れをしっかり

とつかんで、先取りをして、多少の起債はやむなしと、その多少の度合いが問題ですけど

も、今はどんどんやっていただく時期かなと思ってますので、是非今後の国の動きもよく

見ながら、県の動きもいろいろあるとは思いますけども、思いは市単でもやるんやという
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ような動きを見せていただきたいなと思ってますので、これは要望になりますけども、そ

んな感じでお願いしたいと思います。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   財務部長にお尋ねするんやけども、財政健全化やの、要は行財政改革

というか、やっぱり人を減らしたりとか、予算縮小とか、投資的経費とか事業費、先ほど

言うとったようなやつで、財政健全化は順調にいってるんですか。それだけちょっとお尋

ねをしたいんですが。 

 

○財務部長（土井本環）   １９年度に策定した健全化計画と対比しますと、かなりそれ

よりも上回った財務指標になっております。ただ、今、合併特例債の延長の話があるんで

すけども、通常の規定であれば２６年度で合併特例債を活用できる期間が終わりますので、

これから重点事業がかなりメジロ押しになってくるんかな。庁舎が完成した暁には、旧の

庁舎の活用、そこらのあたりの財源もかなりいってくるんかな。今までは、１９年度に策

定した健全化計画を上回るいい結果になっとるんですが、今後そうした重点施策等を執行

するにあたって、かなりの財源が必要になってくるんかな。こちらのほうとしては、２７

年度から合併特例が段階的に切れていきますので、こうした発言も前部長もかなり議会の

方で発言してるというふうに思いますが、平成３２年度にあって２６年度比交付税、臨時

財政対策債を含めれば、２０億円減ってくるというふうなことなんで、投資をしても将来

的な計上経費をいかに削減できるか、そうした投資をできるかというようなことに非常に

重点をおいて、今後の事業の財源投資に努めていきたいなというのが中心的な考えを持っ

ております。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   出というか、歳出よの。それはもうコスト削減、ばんばんばんばん経

費を切って、それで投資的経費ばんばんばんばん減らして、建設業界も仕事がないのに首

締めて、それは財政健全化は粛々と進んどる。それはそれでええわ。果たして入のほうよ

の。例えば、法人税であったり、所得税収であったり、固定資産税はあれは変わらんと思

うねんけど、その入のほうは、近年日本経済非常に低迷な状況にあって、その辺は見込み

どおりの入は入りよんのけ。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   やはり、健全化計画を立てたときよりも、税にしたって少な
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いというふうな形なんですが、健全化計画を策定したときにも質問があったんですけども、

税金を一定的な数値によって健全化計画を立てております。直近の税収見込みをずっとス

ライドしながら、同じ額で計画を立てております。こうした計画を立てるのは、いわゆる

交付税の算定式が７５％が差し引きされますので、影響額は２５％ということで、１億円

減収になれば２,５００万円が減収になると、全体で。そうした中で、一定的な形の計画

を立てながら、歳出の計上経費の抑制に努めながら、人事的な投資的経費なんか、３市に

比べれば、南あわじ市はまだ投資的経費についてはかなり思い切った形で予算計上してる

んじゃないかなというふうに思っております。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   法人税いうたら、会社けいけいからいわれとったら税収はふえるねん

けど、その辺はかなり市内の企業も厳しい経営状況にあると思うんやな。それと、その所

得税収というのは、これは私の認識あってるか間違ってるか別として、要は給与所得者が

所得税の８割から９割ぐらい、その辺はどれぐらい含めとんの。その、給与所得者の税と

いうのは、８割９割ぐらいないんけ。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   ７割は超えてるんかなという気はしてますけども、ここ二、

三年かなり給与所得者の給与が下がってきてますので、南あわじ市内の農業所得なんか変

動がかなりありますので、そこらで給与所得の割合が若干変わってくるんかなというふう

に思います。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   財政健全化、当然そういうのは足かせというかくくられとるねんけど、

かというてやっぱり市民の命というか、やはり必要なところには財政部長もそれは出して、

市の単独でもやってあげるというようなお言葉をいただいとんので、その辺は私もそうす

べきやと思うし、何もかも財政健全化や、もう歳出のカットカットいうて市民大概厳しい

状況にあって、首の根っこ締めて、要は必要な社会保障とかそういうやつの財源だけでな

しに、要は雇用を抱えとる企業が金もうけして、税収も上がってきて富の再分配やさかい、

その辺も切るばっかりで我がらだけ生きたって、市民が全部死んでもうたら意味ないさか

い。それで、そういうふうな防災に対する避難路の整備であったり、本当に夜間の非常照

明もなけりゃ、あの辺は簡単な自主防災のほうのやつで、ああいうとこがあったらそうい
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う自主防災のとこで整備せんなんのかなと。そしたら、避難誘導標識いうてついとんねん

けど、あんなとこは反対に地域の人が避難するんやから、あんなとこいらんのでないかな

と思うようなケースもあるし、私は大々的な避難路整備をやっていただけると思とったん

よ。それは、通常の生活道路を拡幅したりとか、やはり照明であったり、スロープであっ

たりとか、本当にそれぐらいのことを、福良の町中一発ぐらいずどーんと上へ抜いたるぐ

らいの、立ち退きでないけんど、古い耐震に耐えられないようなの立ち退きさせてでも、

移転してもうてでもぶち抜いてやったっていただきたいというような思いがあってこんな

こと言いよねんけど、その辺はそれぐらいのことをやっていただいて、やはり福良の市民

なりが安全にして、倒壊家屋なしに、ばーと広い道路で軽トラでも走って出先の人を救出

できるようにしたっていただきたいなというような思いがありますんで、その辺はこれで

終わりますわ。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   遠くの話のように思うんですが、放射能被害の関係なんですけども、

よく小中学校の問題で、例えば学校給食なんかでも心配する動きも出てきてる。砂場や、

あるいは運動場というのは、我々のところは非常に遠いわけですから、現状ではすぐにと

いうことはないわけですけれども、例えば福井原発群などで、仮にですけども事故が起こ

った場合、影響というようなことについても一定の想定は今後必要になってくるんじゃな

いかと。兵庫県の場合は広域になりますので、そうした災害対応ということも今後検討課

題に入ってるというような、県としてはそういうことになっているようなんですが、南あ

わじ市としてはどのような考え方でおられるかお伺いしたいと思いますが。いかがでしょ

うか。 

 

○出田裕重委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   南あわじ市としては、今のところそういう放射能の関係、原

子力発電の関係については、兵庫県が関西広域連合の中でいろいろな対策、マニュアルと

かをつくっていただければ、それに対して南あわじ市もその資料に基づいて作成していく

というような形になろうかと思います。今現在のところは考えておりません。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   牛の食べる稲わらに放射性物質が付着をしておって、それが思わぬ全
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国に、島根県とかでもそういうのが出るというようなことで、どこでどんなことが起こる

かわからないというのが現状だろうと思うんですね。ですから、例えば学校給食センター

に線量計などを置くとか、学校施設にもそういう対応というのを一定はしておく必要があ

るのではないかなというふうに思っておるんですが、これは文教のほうの課題になってく

ると思うんですけども、総合的な見地から、やはり線量計などを市庁舎に置くとか、ある

いはそういう何かのときに備えておくというようなことも、これは防災課としても必要で

ないか、またそういう機械の使い方も知っておく必要があるんじゃないかというふうに思

うんですが、そういう方向で改善はしていくということにはならないんでしょうか。総務

部長、いかがですか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   今、個別の部分も出たんですけど、全体的に防災課でそうい

った線量計を置くというようなことは、現在のところ考えておりません。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今後、そういうことも是非考えていただきたいと。どこでどういうこ

とが起こるかわからないということもあるし、それから例えばこれは広域水道の関係にも

なって、これも所管外になってくるわけですけれども、琵琶湖の水ということの汚染とい

うことも今後は心配もされると。それと、それは現状では、やはり本土導水との絡みで

我々無関係ではないというようなところがあると思いますので、十分検討いただきたいと

いうように思うんですが。いかがでしょうか。 

 

○出田裕重委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   それぞれ個別の部分も、確認をしていきたいというように思

います。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   あと、これはかなり努力されてるということで少し報告いただきたい

と思うんですが、庁舎の節電ということで、先ほど財政健全化もあったようですけれども、

かなり努力をされて実績が上がってるというふうに聞いておりますが、現状どのようにな

っていますか。 
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○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   このたび、庁舎の節電につきましては、夏季緊急省エネ節電

対策ということで、管財課のほうで、その策を重点項目として５項目ほど設けまして、市

の施設すべてにおいて対応をしていただいております。期間が、７月１日から９月３０日

という期間を限りました。 

  主な点を申しますと、まず１点目、エアコンの節電、設定温度２８度、あと扇風機との

併用。２点目で、クールビズのスタイル。３点目で、断熱性の向上ということで、ブライ

ンドとかグリーンカーテンの活用。４点目、照明での節電ということで間引きの点灯。５

点目で、省エネ活動を見えるようにということで、消費電力を１週間ごとで、５庁舎では

職員に消費電力を昨年度と比べてどのぐらい節電しておるかを周知していくと、そういう

ような形をとっております。それで、現在のところ、５庁舎におきましては、昨年度と比

べまして、パーセンテージでいいますと、７月１日から８月１２日になりますが、削減率

が１８.７％でございます。 

  以上でございます。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、電気料金としてはどのぐらいのカットになるんですかね。電

気料金、施設管理費としての効果は。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   使用電力量に直しますと、延べで３万３,７５４キロワット

アワーということになります。金額に直しますと、１キロ１２円と想定いたしますと、約

４０万円の金額でございます。 

 

○出田裕重委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ５庁舎それぞれ、大体同じようなことになってるんでしょうか。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   各庁舎の節減率を申します。中央庁舎で、マイナス２２.
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８％。緑庁舎で、２４.３％。西淡庁舎で、１７.９％。三原庁舎で、１３.４％。南淡庁

舎で、１５.５％それぞれマイナス、全庁者合わせて１８.７％のマイナスということにな

っております。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   先ほど、合併特例債の延長の話出たんやけども、これ延長になってど

んなメリットがありますか。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   今のところ、重点施策と合併特例債を活用できればというふ

うなことで、駆け込みで２６年度までと、こういう話で計画をしておりますけども、それ

は、ないだような形でできるんではないかな。ただし合併前に、借り入れできる４分の３

程度の上限額を設けてますんで、今のところ２２年度決算で４０％まで３０％台。２３年

度終われば、４０％を超えるという程度なので、他の事業を見ながら上限額の範囲内で活

用できればなというふうには思っております。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   上限額が決めてるということは、別に期間延長したって一緒ですよね、

いわゆる負担額は。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   ２６年度までで、その上限額に達するかどうか。余り借りす

ぎると、今年度の負担にかかってきますんで、ただその５年間延長という中で正式に計算

すれば、４分の３を上限額にしてますんで、そこらは執行部の考え方と、５年間延長され

ることによってその上限額を若干上へ上げるとかいう部分については、今後議会との相談

の中で検討すべきことかなと。ただ、今の現時点では、合併前の１８０億円は守っていき

たいなというのは担当のほうでは思っております。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   これから重点施策をやっていく中で、財源というのは非常に必要にな

ってくるように先ほど言われたわけなんですけども、そうなってくると、上限をある程度

上げておく方が物すごい有利な財源ですんで、そこらからいけばほかの財源を探すよりも

非常に楽かなという気はするんですが、いかがですか。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   おっしゃるとおりで、それが将来的にどのような財務指標に

なるのか、そこらを合わせて検証しながら、もし上限を上げるというふうな方針になりま

すと、議員の先生方に相談しながら、将来的な財務指標を提示しながらのそこらの上限の

かさ上げというふうな形も、今後可能性としては５年間延長されることによって出てくる

のかなというふうには思います。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ただ、先ほど谷口議員も指摘してましたけども、淡路島内の税収、こ

れはやっぱり年々下がっていくのは間違いないやろなというふうに思うんですよね。そこ

で、先ほど言われました、１億円下がったって２,５００万円しか影響ないよということ

なんですけども、ただこれはボディーブローみたいにこたえてくるというふうに思うんで

すが、どういう認識ですか。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   全くそのとおりやというふうに認識しております。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ただ、これ財政需要額、そうなってきたらやっぱり年々上がっていく

ようになるんかな。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   社会保障的な、扶助費的な部分については、年々ずっと上が

ってきてますので、我々健全化計画でも内部的な事務経費なんかを抑えつつ、先ほども出
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てましたけども、投資的経費を抑えることによって、財務指標を抑制できるというところ

がありますので、今後継続以上のペースできておりますので、投資的経費については若干

近隣他市２市に比べて早めに投資的経費については緩和しとるんですけども、今後の財務

指標を見ながら、どこまで緩和できるかというふうなことを、今年度で健全化計画の見直

しをするというふうなことを明言しておりますので、そこらあたりで計画を策定してお示

しをしたいなというふうに思っております。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる投資について、財政健全化と僕ら離れられへんと思うんやけ

ども、下水道との関係、これが今年度また新たな地区計画が出てくると思うんですけども、

これについては財務と担当部とはどのような話し合いをされてるんですか。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   北村委員さん先におっしゃっておられた、上限額を設けては

というふうなことで、そこらあたりの一般会計から出せるおおむねの上限額みたいなもの

をつくりながら、ずっと将来の年度まで維持できるような形の計画というふうに話し合い

をしております。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   結局、基準外と繰り入れ、これがもう２０億円になってくる。そうな

ってきたら、非常に窮屈な予算に逆になってくるん違うかなと思うんですが、いかがです

か。 

 

○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   そのとおりでございます。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。まだまだありますね。 

  審査の途中ですが、暫時休憩いたします。 

  再開は１１時１０分といたします。 

 

（休憩 午前１１時００分） 
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（再開 午前１１時１０分） 

 

○出田裕重委員長   再開いたします。 

  柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   もう来月一般質問があるんで、もうきょうは余りお聞きしようとは思

ってないんですけども、今回私の一般質問の方針は、３月にいろいろ各部から重点施策を

出してもらったのの進捗状況と、それからいろいろ気になる予算の進捗状況をお聞きしよ

うというそんな方針でいます。２５も６もあったので、重点施策１個１個聞けないんです

けども、それをかいつまんでやろうと思うんですけど、きょうはちょっとこの場でお聞き

しときたいのは一つだけですけど、ホームページの更新委託料１,２００万円というのは

あるんですけど、この辺の進捗とかは今はどうなってますか。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   ホームページの更新につきましては、少子対策課の子育て支

援サイトと合わせた形で、今、発注の準備、手続をしておるところでございます。 

 

○出田裕重委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   それは、もう年度内にやればいいという考えですか。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   業者の決定を９月の上旬、それ以降現行のホームページのデ

ータを移行する等の作業を含めて、新しいホームページをつくっていって、２４年度の２

月に新しいホームページを公開したいと考えております。 

 

○出田裕重委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   これは、確か３月の補正予算で繰越明許で上がった分だと思うんです

よ。だから、予算がついたということは、いまだにいつまで見てもホームページ変わって

ないんですよ。だから、速やかに予算を執行して、利便とかそういうことのプラス面を引

き出すという、そんな考えはないんですか。 
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○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   ４月以降、仕様書の確定と作業を進めておりまして、今の時

期になっておるわけでございますけれども、できるだけ早く作業を進めたいと思っており

ます。 

 

○出田裕重委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   私は、総じて思うんですけども、上期下期とか何かそういう考え方が

あって、この分はやっぱり急ぐんで上期にやるとか、何かそういう考えは行政にはないん

ですか。やっぱり、予算がついた以上は、市民のためにも早くその予算を執行するという

考えはあっていいと思うんですけど、何でも何か年度内にやればいいという考えが出てき

て、ホームページ見てもいつ変わるのか、いつ変わるのか、いつよくなるんかというふう

に見てるんですけど、全然変わらないというそんな感じがあるんで、その辺の考え方はど

う思ってますか。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   申しわけないと思ってますけれども、一つは子育て支援サイ

トのほうと合わせた形で更新するということで、その部分の使用の確定等もちょっと時間

がかかったところでございます。 

 

○出田裕重委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   もう一点、世の中に各市が出してるホームページがたくさんあるんで

すけども、それの大きなデザイン的なことについては、どういうところでそれを検証した

り、これでいいというようなことにするというような、そんな場というのはどんな格好で

やってますか。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   全国津々浦々に、ホームページいろいろとございますけれど

も、全部見るというわけにはいきませんけれども、昨年度から 近更新したホームページ

を中心に、直接ホームページを見せていただくなり、業者からの提案等を見ながら、でき
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るだけ 新式でわかりやすいホームページをということで、仕様書等にもそのようなこと

を書き込みまして、発注の準備をしてるところでございます。 

 

○出田裕重委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   だれがどう評価するんだという意味ですけどね。これでいいんだとい

うような、これでいこうというような評価はだれが下してるんですか。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   ただいま、業者の選定手続を行っておりますので、余り詳し

いことは申し上げられないと思うんですけれども、基本的にはプロポーザル方式というの

でやっておりますけれども、その審査の中で、ある程度業者がどういう考えを持って南あ

わじ市のホームページをつくっていくかというのがわかってくると思います。業者が決ま

りましたあと、具体的なことについて、契約をした業者といろいろな他の市のホームペー

ジを参考にしながら、内容を詰めていくという手続、段取りによって考えております。 

 

○出田裕重委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   まだ業者は決まってないんですか。発注先は。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   はい、決まっておりません。今、まさにその手続中でござい

ます。 

 

○出田裕重委員長   柏木委員。 

 

○柏木 剛委員   もう半年近くも過ぎてね、まだ業者も決まってない、スペック、要す

るに発注するものも決まってないという、そんな段階だということですか。それはちょっ

と遅くはないんですか。繰越明許に上がれば、４月５月からでも早速その辺の手続はでき

て、早々にでもいいホームページにしてやろうという、そんな感じのやり方はできないん

ですかね。と思うんですが。 

 

○出田裕重委員長   情報課長。 
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○情報課長（富永文博）   できるだけよいホームページにしようということで、ちょっ

と 初４月５月あたりかなりほかの市町なり、業者の案内というか、デモンストレーショ

ンといいますか、そういうふうなものを確認したいということで、時間を割いておったと

いうのが現実でございます。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先の大戦で犠牲になられた、戦後６６年というのは、昨日若人の広場

へ私も行かしていただいて、あの辺かなり老朽化、擁壁、崩れ石というか落石というか、

そういうような状況下にあると。それは調査設計が出て、今後のあそこの利活用について、

どのような市当局としてはお考えをお持ちかお尋ねをしたいと思います。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   市長のごあいさつにもありました、昨日は炎天下の中、

献花式に御参列をいただきまして、どうもありがとうございました。 

  そのときに、皆さんも目に入ったかと思いますが、石積み部分に青や赤のテープがはっ

てありました。７月から、基本調査に丹下設計事務所にお願いして入っております。主な

調査内容としては、基礎調査というようなことで、石積みの一つ一つの強度であるとか、

裏のコンクリートの強度、コンクリートの抜き取り等調査、これらを何とか９月いっぱい

までに調査結果を御報告いただいて、その後にこの基本調査を踏まえて、今後の改修計画

を県と一緒に策定していきたいというふうに思っております。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   改修計画、県と一緒にやるわな。改修しますわよ。今後、あの施設を

どのように利活用するかということをお尋ねしよんの。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   当然、大きな金額を要しますので、現在は兵庫県のほう

から公園緑地課のほうから、国のメニューが何かないかというようなことで、とりあえず

は公園化というようなことを考えております。公園化につきましては、若人の広場の思い、
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思いというんですか、それらをどのように設定していくか。例えば、非常に景勝地でござ

いますので、市民の皆さん、あるいは観光客の皆さんが自由に出入りできる公園化。ある

いは、恒久平和を願うシンボル。あるいは、若者が集う施設というようなコンセプトづく

りがまずは一番大事かなというようなことで、今後はそのコンセプトから入って、できま

したら国のメニューを事業化していきたいというふうに思っております。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は、先の大戦で犠牲になられた御魂に対して感謝と敬意、今日の国

家、日本国民として、本当に命を賭した方々に私は敬意を表して。一点気になったんは、

国旗国歌法案というのが制定されて、先般も国歌斉唱はしとんねんけど、国旗が見当たら

んかったけど、何かあの辺は意図的なものがあって、国旗を現地のほうへはやられてない

んですか。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   若人の広場については、設立当初から国旗の掲揚はなか

ったようには思います。市のものになって、取り外したというようなことでございません。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ですから、やはりどんなそれぞれ思いがあって、悪法かどうかは別と

して、そういう法が制定されたと。そういうのはイベント的なもんで、先の大戦で日本国

のために命をささげた方々に本当に感謝と敬意をするのに、国歌斉唱して国旗の一本ぐら

い現地にあってしかるべきやというような私は認識を持っとんねんけど、なぜなかったん

ですかということをお尋ねしとるわけです。法令遵守というか、法で制度化されたやつ、

施行されてるやつを、要は追悼式典に対して国旗がないということは、市当局としては不

自然なような思いはないんですかということを聞いとるわけです。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   昨日の献花式というようなことで、南あわじ市に合併し

て以来、２つの財団が所有しておったときから、確かこの献花式を始めたと思います。平

成１８年度からだったと思います。当時から、その献花式には国旗、あるいは国歌斉唱は

取り入れておりませんでした。というようなことで、従来からの流れというようなことで、
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菊の献花だけというふうなことでさせていただいております。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、行政というのは法治国家であって、法で制定されたやつで施行

されとると。そういうときに、行政が法令遵守よ。どんな思想、心情の違いがあっても、

悪法であるというふうなこと言われとったって、民主党の政権やったって国旗国歌法に反

対しとるような人が今日の首相を務めとんのや。そやけど、そういう制定されたやつを、

行政が遵守するというのは当たり前やと思うねんけど、なぜあえてそういうことをしない

んですかということを聞いとるだけであって、国歌は斉唱しましたよ、国旗がどこにある

のかなと私もずっとぐるぐる探しよってんけど、なかったもんでその辺を思いよるだけの

話で、今後国旗でも持っていってやるような考えはないんですか。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   あえて国旗を掲揚するというような考えは、今ございま

せん。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   国民生活第一やというけど、国家あっての国民なんや。国なくして、

市民の安全な暮らしやいうて成り立たんねん。本当に私自身は、私も情けないけど、情け

ない日本国になってると、日本国防に関しては。そやから、あえて我々が今後風化するこ

となく、国家ということを十分意する上おいて、そういう市のイベントに対しては国旗を

掲揚していただきたいという強い思いがあるわけです。そやから、そのあたりを取り組ん

でいただけませんかという話なんよ。内部ででも検討しますとか、何かええ答えありませ

んか。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   昨日の献花式には、国旗の掲揚はございませんでしたが、

私の知る限り市の主催する大きなイベント等については、掲揚柱があれば必ず国旗の掲揚

はしておりますので、きのうはそういう施設に掲揚柱がなかったというような御理解をい

ただきたいと思います。 
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○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   掲揚柱なかったら、それは持っていって建てたらええねん。簡単なや

つあるねんから、三脚でぽんと。それぐらいできへんのけ言いよんねん。休日の祝日には

日の丸を揚げようやいうて、そういう運動があるわけよの。そら、いろんな思いの方がお

るよ。そやけど、法律で定められたやつは、どんな思想が違ったって粛々と法律遵守する

の当たり前やと思うねん。そこらを、市が率先するようにして、法令遵守の立場をしとる

わけだ。だから、そこらを今後やっていただきたいと言うねんけど、私はそういう思いが

あるねんけど、それに対する答えよ、やるのかやらへんのかという答えだけもうたらよろ

しいわ。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   委員の思いはよくわかりました。一度来年の開催につき

ましては、内部で検討してみたいと思います。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   学校統合についての答申が出てから、ずっと旧西淡町のほうではかな

り父兄が、いや、これちょっと総合的なもんで、関係あるさかい。それで、財政面もいろ

いろ答弁されたわけですが、この統合については、結局財政面のことか、それとも子供の

人数的なもんか、原因がどこでこういった答申が出て、いまだに何ら進展がないというこ

とで、市民の方もちょっと「どないなっとるねん、一体」と言われるんですけど、このこ

とについてはどうお考えで、根本的な考え方を一つ。 

 

○出田裕重委員長   総合的な観点ということでお聞きですので、総合的な観点でお答え

いただければと思います。 

  市長公室長。 

  答えられる範囲で結構です。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   教育委員会のほうで、教育施設の統廃合というようなこ

とで実施計画が示されました。それとときを同じくして、市民交流センターの説明会も今

現在行っております。その先々で、交流センターの話ではなく、小学校の統廃合について

のお話が地域の方からよくあります。そのときにも、当然私は担当ではないんですが、地
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域の方からは「コストコストばっかりを追い求めて、肝心の教育のことあんまり考えてな

い」というようなお話をいただくんですが、私の方からはあくまで子供たちの教育環境を

考えて、教育委員会がこういう案を出したというようなお答えをさせていただいておりま

すんで、あくまでコスト重視で統廃合を担当部局のほうで決定したのではないですよとい

うようなお話はさせていただいております。 

 

○出田裕重委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   よくわかりましたが、一応統廃合するということは、旧西淡町のほう

で一応辰美小学校というものができた中で、伊加利、阿那賀、丸山、津井という小学校、

津井は辰美小学校が新しくできたんですけど。そういった中で、非常に古い校舎がいまだ

に整備もせんと、市民の非常ないろいろな問題点が発生しとる中で、早くつぶしてほしい

とかいう中で、財政的なことがネックになってそういった整備ができないという中で、ま

たぞろそういった統合の中で、またそういったところが出てくると。今現在、伊加利、阿

那賀、丸山にしてもいろいろな施設を地域住民が使用しておりますが、こういった面は古

くなってしもたら建て替わらないですよというような感覚で、住民はいつも不安におのの

いとるということで、そういったことについての将来的な考えの中で、総合的な考えの中

でやってるんですか、どうですか。 

 

○出田裕重委員長   学校跡地とかいう考え方でいいんですかね。そういう観点で。市有

財産ということで、将来的に。 

  市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   津井の小学校跡地については、地域の自治会のほうから

も要望は出ております。現在、子供の非行のたまり場にならないか非常に心配であるとい

うような要望がつい先日も出てきておりました。市としてそれではどうするんか、あるい

は担当部局としてどうするんかというようなお話なんですが、当然市のほうとしても、津

井の小学校の跡地の行政評価というような評価もさせていただいて、担当部局には１つ２

つ３つぐらいの案を提示して、今後の整備方針を決定しなさいというようなお話もさせて

いただいておりますので、担当部局のほうからはそういうお話が今後出てくるであろうと

いうふうに思います。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   公用車の管理というのはどのようにされてるんですか。 



－ 48 － 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   公用車の管理につきましては、各配属された所管課において

管理、点検、運行を行っておるところでございます。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   この公用車を通勤に使うというようなことはないですか。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   南あわじ市の公用車を通勤にというのは、通常では私は考え

ておりません。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   考えてるんじゃなしに、そういう実例はないですか。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   そういった報告は、各課からは報告が上がっておりません。

ないと思っております。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   昼間というのは、非常に管理もしやすいと思うんですけども、いわゆ

る夜間の管理というのはどのようにされてるんですか。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   夜間の管理につきましては、定められた駐車場所に駐車して

施錠して、そのキーは定められたところに保管しておると、そういった状況でございます。 
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○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   通常はそうですよね。通常は。通常じゃないときというのはあります

か。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   災害時とか、という場合が通常ではないというふうに考えて

ございます。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これは、市民の方から私のほうにあったんですけども、夕方から朝ま

である一定の場所に置いてあったと、数台。そういう報告、通報が私のところへ来たんで

すけども、「それは飲酒運転で帰るわけにいかんから、多分置いて帰ったんやろ」という

ふうに言うたんですけども、そういう例というのはあるんですか、ないんですか。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   今、委員おっしゃっておりました事由による駐車、定められ

た場所以外での駐車というのはないと考えております。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   市内のある飲食を伴う場所で、多分会合があったんでしょう。そこへ、

市のマークのついた車が何台か朝まで置いてあったと。ということは、飲酒運転して帰っ

たんじゃないということやから、それはそれでええわけなんですけども、そういうことは

たびたびあることなのか、たまたまであったのか。もちろん把握してないということなん

ですけども。これについては、もしそういうことがあったらどういう対応されるんですか。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   そういった事実があるんでしたら、まず報告いただいて、今

後の対応としてそういった場合どうするのかと。公務でその会合に出席当然してると思う

んですけれども、どうしても公用車をもとの場所に戻せない理由があるのであれば、その
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旨報告させるようにさせたいと思います。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そやから、それで帰ったらええんやけども、ただそのとき、いわゆる

夜間の管理というのは本当に徹底されてるのかなどうかなということなんです。だれが

終その台数等を確認して帰られるんかなと。各部、各課については、多分運行管理者等を

おいておられると思うんですよね。市内でも、多分この市が一番台数が多いんやないかと

思うんです。そやから、何人もの運行管理者をおいてはると思うんです。そこらがきっち

りと、そういう管理が行き届いてるのかどうか、これはもう一度やっぱり確認作業をして

いただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。 

 

○出田裕重委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   夜間の管理ということにつきまして、現在までそう厳しく徹

底したような経過はございません。今、委員御指摘のことをお聞きいたしましたので、改

めてまた職員、また運行管理者、課長、所属長になりますが、徹底したいと思っておりま

す。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これは、どこのだれっていうことやなしに、我々会派で各旧町ごとに

回らせてもうて、そのときに市民の方からの指摘であったわけなんです。そういうことで、

また確認をしておきますということだったんで、一応そういうこともあったということな

んで、一つ夜間の管理態勢について再確認をしていただきたいというふうに思います。 

  終わっときます。 

 

○出田裕重委員長   ほかにございますか。 

  なければ、その他についてございますか。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   これはどこの担当か知らんけんど、体育協会が南あわじ市に統合しと

るわな、これ。それ以来、私も昔から体育好きで、旧西淡町時代いろいろと大会に参加し
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とったけど、その統合して一本化すると、これには私も異論はなかったんですが、統合し

た途端に、それぞれ旧町村単位のいろいろな大会が、全然ことしになって旧西淡町でもな

くなってしまってる。それでちょっと皆異論があって、確かに統一した見解の中で、南あ

わじ市の体育協会がそういった底辺から盛り上げてくるという形をとってくれたらいいん

ですけど、どうもそういった今までの地域のスポーツとしての触れ合いとか、そういった

ことが廃れていくような感じがする。このことについて、そういった感じはしませんか。

執行部の方々。どういうような指導をしよるんかな。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   体育協会につきましては、市でも大分前から一本化にな

っております。あとは、その旧町村単位で残っておりました体育協会、もう既に三原なん

かでは解散もしてるところがございます。ちょっと覚えてる範囲でお話をさせていただき

ます。 

 

○出田裕重委員長   市長公室の見解で結構ですよ。これから市民交流センターとかもい

ろいろちょっと関係してますわね、その辺の団体はね。 

  市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   見解までいくかどうかわかりませんが、以前ちょっとお

話をさせてもらったのは、旧小学校区単位でそういう組織をつくってくださいということ

で、今、川上議員さんがおっしゃられた、旧西淡のほうでそういうのがちょっと寂しくな

ってきてるというようなお話がございました。一本化して、小学校区単位でやることによ

って、心配されておった地域としては、緑、それから西淡地域もちょっとしんどいですよ

というようなお話は聞いたことがございます。そのときには、お話をしてたのは、小学校

区単位で旧の西淡の人が集まって大会をすれば何ら変わりはないんではないかと。例えば、

三原なんかでも解散はしてますが、旧町単位では夏にバレーボールの大会なんかもしてま

したが、それは集まって話し合いをすれば、旧小学校区単位で体育協会のほうは補助金が

いってますので、別に大会はできないことはないと。その大会に、賀集であるとか、広田

とか入っていただければ、今まで以上の事業展開ができるのかなというふうには話したよ

うな記憶がございます。今、出田委員長さんがおっしゃっていただきましたように、市民

交流センターも同じように小学校区単位の活動になります。その、市民交流センターの事

業の中には、市民の地域の運動会であるとか、そういったことも当然交付金の対象となり

ますので、体育協会と市民交流センターとがタイアップをして事業展開することも可能だ

と思いますので、それはそれぞれの地域でのアイデアを出し合い、また協力し合って事業

はいろいろできるのかなというふうに思います。 

  以上でございます。 
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○出田裕重委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   その説明はようわかるねんけんど、実際今まで西淡で綱引きとか、婦

人の家庭バレーボールとか、いろんなことが非常に盛んでなかなか交流ができとったんで

すがこのたびもう全部終わってしまって、体育指導員に聞いたら「全然関係ない、私らは

もうわかりません」とか、そういうふうに告げられて、結局統一一本化した中で、何もそ

ういった活動そのものが、地域に今までの体育の普及と、今の体育協会が合併したんとが

一つもマッチしとらん。それやったら、有志でいろいろなバレーならバレーでも有志で金

を出し合って、一つ大会を維持するかという話もしよるわけやな。逆に、返って統一して

廃れてしまうような感じがする。そして、地方そのものを打ち切っていくと、西淡の社協

センターもやがて古くなったらもう建てへんのやと、もう文化体育館一本でいくとかいう

ようなうわさが流れよるわけ。そやさかい、逆にそういった振興そのものがストップして、

南あわじ市になった途端に統一しられたら、中央だけが華々しくという形で地方は捨てら

れていくような感じがするという、このことについて今後とも一つそういったこと十分考

えてほしいなと思うわけです。要望です。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これは、ちょっとどういう方に聞いたらいいかわからんねんけど、要

は高速道路の１,０００円効果で、市内の観光施設の入り込みがかなり減少しとるような

傾向にあるというので、これは調査依頼的なことで考えていただいたらええねんけど、市

内の夏の海水浴場であったりとか、市内の観光施設での入り込みがかなり減少しとるよう

なことをちょっと言われてますんで、その辺一遍昨年との比較して、ちょっと調査しとい

てくれへんけ。もうそれだけですわ。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   産業振興部のほうで、観光客の入り込みはその都度都度、

節目節目で入り込みの調査はしております。高速道路の無料化というようなことで、淡路

島３市で島民会議という組織をつくって、引き続き要望活動はしていっております。実績

につきましては、商工観光課のほうでつかんでおるというように思います。 

 

○出田裕重委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   低迷しとるこの南あわじ市の経済な、観光というのは一つの、まだま

だ南あわじ市の生きる道というのは、僕はそっち側でのほうで見出していかないかんので

はないかなというふうに。それで、調査しといていただいて、今後の施策に反映するため

にも、ちょっと一遍その辺比較検討だけしたいと私も思ってますんで、市内の拠点観光施

設の入り込みが昨年度と比較したようなやつを、ちょっとどっかで調べといてください。 

 

○出田裕重委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   はい、わかりました。６月１９日以降、特にというよう

なことで。聞いておりますと、やっぱり減少しておるのは確かかなと。ただ、土、日につ

きましては５割割引と。余り、これはマスコミ等も報道はされておりませんが、５割割引

が残っておるということで、淡路の住民にとっては四国へ行くのはさほど今までと影響が

ないのかなというふうに思います。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   通達なんかは、各課へいくんか、それとも１カ所に集まるんですか。

国、県からの通達。 

 

○出田裕重委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   それぞれの各部署ごとに通知はいってると思います。 

 

○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   各部署ごとに通達はいくわけなんですけども、水平展開というのは、

いわゆる情報の共通、共有ですか。共有については、どのようにお考えですか。 

 

○出田裕重委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   もちろん、関係する管轄、部署ごとについては連携をとりま

して、例えば重要な市の条例に関連するとか、そういうことになりましたら、当然また私

どもの総務課のほうの法制も通ってまいりますので、必ず連携はとっております。 
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○出田裕重委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ちょっと離れるんですけどね。通達、これちょっと古いですけども、

事務局からファクスが送られた部分なんですけども、慶野松原荘で食中毒発生。内容を言

うたら、養殖ヒラメの寄生虫が原因と思われるということでファクスいただいた。ほんな

ら、これもうたんが６月２５日。６月１９日に、国のほうから各自治体にこういう食中毒

が発生してますよという通達があったということなんですがね。これが１９日にあったわ

けなんです。１９日にあって、これ２５日にということは前の日かと思うんですけども出

てると。そういうとき、各担当部署については、どういう対応をされたんかなと逆に思っ

たんですけども、これは所管外なんで、これについてはどのように思われますか。 

 

○出田裕重委員長   通達を受けて、どういう対応をしてるかという観点で。 

  総務部長、その通達に対して、市としてどういう対応をしてるかと。今回の件に限らず

ということでお答えください。 

 

○総務部長（渕本幸男）   全般的な話については、先ほど総務課長からも答弁したよう

に、当然共談しなければいけない部署がある場合は、それぞれに共談していくというよう

な格好で情報の共有というようなのを図ってます。それで、今回の食中毒の関係の部分に

つきましては、その通達があったというのがまだ今ちょっと私の方では確認できておりま

せん。そんなことで、多分食品衛生の関係なんで、保健衛生そういった部分の部署にはい

っとんのかなと。また、あるいはそれぞれのそれを通して、それぞれの関係機関というか、

そういった形で施設関係、そんなとこにもいっとんのかなというように思うんですけど、

今ちょっと確認できておりませんので、確認させていただきたいなと思います。 

 

○出田裕重委員長   ほかに。 

  議長。 

 

○阿部計一議長   公用車の、以前駐車場の事故が多かったということで、これはある議

員が全協でそういう質問の中で、副市長が今後駐車場内２人、ほとんど２人乗りですわね。

後方確認は、１人は必ず後方確認をするということを発言されておりましたが、各きょう

出席の管理者の方でそういうことを徹底してやっておられますか。私はちょいちょい見る

けど、そんなん２人乗っとても後方確認やしよんの見たことないんですけども、これは仮

にも副市長が議会でそういう答弁をされたことやな。そやから、今後もしそういう事故が

起きると、そういうことが問題になってくるんで、管理者としてどうですか。そういうこ

とを徹底して、職員に通達をしてやられておりますか。 
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○出田裕重委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   そういう発言があった後、２人乗りの場合は必ず１人おりて

誘導するというふうなことを各部署に通知はしております。私も、きのうきょうとこちら

へ来る機会があったんで、私も助手席に乗るというふうなことだったので、後方確認をし

ながら本日出席をしております。 

 

○出田裕重委員長   議長。 

 

○阿部計一議長   何か、そういう言葉が風化しつつあるんで、徹底してそういうことを

お願いしたい。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   それでは、ほかはございませんか。 

  ちょっとお願いをしたいんですけど。 

 

○熊田 司副委員長   出田委員長。 

 

○出田裕重委員長   防災課長、 近の不審火について、報告をできることがあればちょ

っとお聞きをしたいんですけど。一回でまとめて、現状どうなってるかお願いします。 

 

○熊田 司副委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   ７月２９日未明から、８月４日未明までの間に１０件の不審

火がありました。８月４日夜に消防の幹部会、また淡路広域消防南淡分署、西淡出張所の

両所長、それから隣の南あわじ警察の刑事課長、警備課長の方々も参集をしていただきま

して、合同の会議を行いました。会議の中では、地元の消防団で御苦労になりますけども、

各方面のほうで団員さんの確保をしながら、小学校区単位ででも消防自動車を１台夜間の

パトロールをしていただきたいというようなことが決まりました。警察は警察のほうで独

自の捜査網をするということで、その会議が終わった次の日に新聞に報道されました、そ

の会議の模様を。それから、８月５日からは不審火は発生はしておりません。今のところ、

まだ市内の消防団の方々につきましては、夜間のパトロールをしていただいております。 

  以上です。 
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○熊田 司副委員長   出田委員長。 

 

○出田裕重委員長   大体めどというか、いつまでそういう態勢をしかれるんですか。 

 

○熊田 司副委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   この、お盆の期間までなかったというようなことであります

ので、１度消防団長とも相談もして、検討はしたいなというふうに思うんですけども、た

だまたいつ発生するかわからない部分もあるんですけれども、それも警察のほうともまた

協議もしながら考えていきたいなというふうには思っております。できるだけ、消防団員

の方々には負担をかけないような方法で、何かいい方法もあればというように思ってます。 

  それから、南淡分署についても、夜間パトロールをしていただいております。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   ほかに、報告事項ございますか。 

  防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   一点報告させていただきます。この９月１０日土曜日なんで

すけれども、福良港津波防災ステーションが、昨年の９月１１日に竣工いたしまして１年

になるということで、福良のステーションの周辺で少しイベントを行います。福良の町歩

きなんかを募集をしまして、町歩きを歩いて、福良の防災についての説明を、地域の方々

が説明をしていただくというようなことも考えております。 

  それとか、非常食になるというようなことで、そうめんの振る舞いというのも考えてお

ります。それは、午前１０時から午後４時までの間、福良港津波防災ステーションの周り

でそういうようなイベントをします。お昼１３時から３時半までは、南淡公民館３階で津

波防災フォーラムということで、人と防災未来センターの奥村主任研究員の方の基調講演

とか、あとはパネラーで福良港の津波防災ステーションの職員の方々とか、防災教育をさ

れてる学校の先生の方とかの出席を得て、防災フォーラムをしていただくというような計

画でおります。 

  以上です。 

 

○出田裕重委員長   ほか、ございませんか。 

  それでは、ちょっと委員の皆さんで審査の詰めをしたいので、執行部の方々ここで終了、

退席をお願いしたいと思います。 

  熊田副委員長。 
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○熊田 司副委員長   執行部の皆さんには、９時から大変いろいろと質問に対して答え

ていただきましてありがとうございました。それでは、一応執行部の方これで退席してく

ださい。 

 

（閉会 午前１１時５５分） 
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